
第 11号議案

長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正について

長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 (昭 和 63年長

岡京市条例第 26号 )の 一部を別紙のとお り改正するものとする。

令和 4年 2月 18日 提出

長岡京市長 中小路 健 吾

(提案理由)

都市計画法 (昭和 43年法律第 100号 )第 12条の 4第 1項 の規定に基

づく地区計画区域の追加に伴い、条例の一部を改正する必要があるので提案

する。



長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 (昭和 63年長岡京市条例

第 26号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(建築物の敷地が地区整備計画区域及び

再開発地区整備計画区域の内外にわたる

場合等の措置)

第 10条  【略】

2 建築物の敷地が計画地区の 2以上にわ

たる場合における第 8条並びに前条第 1

■、第 2項及び第 4項の規定の適用につ

いては、当該建築物の部分又は当該敷地

の部分について、当該敷地の属する計画

地区に係るこれらの規定を適用する。

3・ 4  【略】

(敷地内に広い空地を有する建築物の延
べ面積の敷地面積に対する割合等の特

例)

第 11条 法第 59条の 2の規定により特

定行政庁が許可したものの延べ面積の敷

地面積に対する割合又は各部分の高さ

は、その許可の範囲内において、第 4条

第 1項若しくは前条第 3項 (延べ面積の

敷地面積に対す る割合に係 る部分に限

る。)又 は第 9条第 1項の規定による数

値を超えるものとすることができる。

(建築物の敷地が地区整備計画区域及び

再開発地区整備計画区域の内外にわたる

場合等の措置 )

第 10条  【略】

2 建築物の敷地が計画地区の 2以上にわ

たる場合における第 8条並びに笙_9条第

_1_垂 L、 第 2項及び第 4項の規定の適用に

ついては、当該建築物の部分又は当該敷

地の部分について、当該敷地の属する計

画地区に係るこれらの規定を適用する。

3・ 4 【略】

(敷地内に広い空地を有する建築物の延
べ面積の敷地面積に対する割合等の特

例)

第 11条 法第 59条の 2の規定により特

定行政庁が許可したものの延べ面積の敷

地面積に対する割合又は各部分の高さ

は、その許可の範囲内において、第 4条

第 1項若しくは第 10条第 3項 (延べ面

積の敷地面積に対する割合に係る部分に

限る。)又は第 9条第 1項の規定による

数値を超えるものとすることができる。

改正後

名 称 区域

【略】

地区整備計画区域

西 山天 王 山駅 地 都市計画法第 20条第 1項の規定により告示された京都都市計画西山天王山駅地区地区計

(平成 30年 3月 30日 長岡京市告示第 23号)の 区域の うち、地区整備計画が定められた

城

ノ内 日寺地区

地区整備計画区:塗

ノ内の1 地

の

城
一

3

市計画法 20

12

により告示 された

の112
日寺

が

別表第 1(第 2条関係 )



改正前

別表第 1(第 2条関係 )

名 称 区域

【略】

西山天王山駅地区

地区整備計画区域

都市計画法第 20条第 1項 の規定により告示 された京都都市計画西山天王山駅地区地区計画

(平成 30年 3月 30日 長岡京市告示第 23号)の 区域の うち、地区整備計画が定められた区

域

【加える】

改正後

別表第 2(第 3条―第 9条関係 )

地

区

整

備

計

画

区

城

の
名

称

ア イ ウ オ カ キ

区
建 築 し て |ま な 建築物の

べ面積の

地面積に

する割合

建 築 物 建築物 建 築 物 建築物の壁面の位置 建築物の高さ
の 名

らな | 建 築物 の 建 の敷地 の 建 築 の制限
称 面 積 の 面積の 面 積 の

(ア ) (イ ) (ウ ) (工 )

地

に

る

の

敷

積

す

合

最低限 最 低 限 最 高 最 低 階段室 建 築物
の各部

分 の高
さの最

高限度

度 度 度 度 等 の高

(ア ) (イ ) 害1
さ の

例
最 高 最 低

高限度
限度 限度

【略】

開

田

１

丁

目

地

区

工 次の各号に

る建築物以

建築物

工場 (危

0分の5 ち メ 建

トル の

分

1)
高

当

さ は

の に 該

する政令 (昭

和34年 政令第

ら

前 面

306号 )第 9

に規定す る

険物の製造

を除く。 )

倉庫

研究施設

事務所

福利厚生

設

の

側

界

は

2)
境

ま

の 真

向 の

平

　

ん

じ

た

に

一
を

た

に

を

て

も

16)前各号の

築物に付属

る建築物 ( の

メ置、車庫等 )

特に市長が

公益上必要 と

レ

えヽ も

)

認める施設

は建築物

【略】



t

Ａ

地

区

次の各号に
.す る建築物

1)マ ージャ

屋、ぱちん

屋、射的場

勝馬投票券

売所、場外

券売場その

これ らに類

るもの

畜舎の用

に供する部
の床面積の

計 が3,000

方メー トル を

超えるもの

3)危険物の

蔵又は処理

供する部分

床面積の合

が 3,000平

メー トルを

えるもの

分

西

山

天

王

山

駅

地

区

高さが15メ ー ト

を超える建築物の

等の面から、道

界線までの距離は

メー トル 以 上 と

る。

の 出

同じ。 )

を住宅、

の 合

1以 下

あ る も

か ら

高

ヽ
当

分

前

路

対

境

又

地

線

の

方

水

離

睦

て

も

■

一
を

た

人

の

れ

動

庫

駐

の

に

る
以

車

及

輪

用

供

部

床

途

す

分

面

卜

加

も

下

ら

自

■
い

用

｛
日

る

六

¨

ら

隣

ま

で

向

の

メ

えヽ

面

の

側

界

に

一禾
し

た

口
、
３
一
に

る

及

理

そ

こ

に

る

を

。以

を

＞

部

地

の

1階

(上

住

が 1

分

面

2分



とし、か
´
=)、

 15
メ ー ト

ル を 超

え て は

な ら な
い。

Ｂ

地

区

次の各号に

|デ る建築物

1)マ ージャ

屋、ばちん

屋、射的場

勝馬投票券

売所、場外

券売場その

これ らに類

るもの

発

畜舎の用途

に供する部分
の床面積の合

計 力` 3,000

方メー トルを

超えるもの

危険物の

蔵又は処理

供する部分

床面積の合

が 3,000平

に

の

メー トルを超

えるもの

高さが20メ ー トル

を超える建築物の外

壁等の面から、道路

党界線までの距離は

1.5メ ー トル以上 と

する。

1階部

分 を 住

宅、自動

車 車 庫

又 は 駐

輪 場 の

に

る

物

動

庫

駐

の

に

る

の
積

計

途

す

築

自

車

び

場

途

す

分

面

合

用

供

建

＜

車

及
輸

用

供

部

床

の
が1階部

分 の 床

面積の2

分の1以

1下 で あ

０
」
に‐′卜
に
‐の
‐同
‐の
‐ド
郎
ほ
ｒ
瞳
―一にｒ
の

の
除

の
分

盤

ら

さ

該

か

面

の
側

界

は

も

　

＞

部

地

か

高

当

分

前

路

対

境

又腺

斃地 境

界線 ま

での 真|

1ヒ 方 向|

の水 Ⅵ

こ離 に
|

).6を 乗
|

し

た

に

一

得

の

メ

ル
え

の
と

か

２０
卜

超

は

て

も

ｌｏ
卜
加

も

下

ヽ

ヽ
一
を

て

を
た

以

し

つ

メ

・え

な ら な

レ`。



ヽ

の各号に

建

点

井
一
ノ
一内
一朝
一旦

寺
一地
一区
一

認定二 ども園

>, - x0)

成 17年

― ビス事業、

に供するもの

サー ビス

するもの

平成 25

る生活 困

の

|こ号

3

ス

は

の

は

物

」支

校

業

の

に

所

保

生 活 び

的に支 る

号)に 定

事 の用 に

支 法

の に

る事

|こ

の

生

る

所

地

用 に

の

― ビス 、

に

宅サー

地

セ

の

22

164
定

し く

て

する保

る

は

生

105
|こ

た め の

123

もの

トル

塾
育．
一福
一ト

の
一

も

一



19)前第1号 か

ら第7号 まで

の建築物に附

属する物品販

売業を営む店

舗型 ま菫全二
で、その用途
に供す る部分
の床面積の合

計 が300平 方

メー トル未満

| のもの
| ~
囮 前第1号 か

「
ら冤7丁要て
の建築物に附

属する自塾」
車庫その他の

専 ら自動車又
|

は自転車のコ
留又は駐車の

ための施 設、

倉庫、あずま
|

や7の他こ祠
らに類するコ
の

Щ そ の

市長が公益

必 と め る

2 前項 2

か 7 ま

で に げ る

の に つ い て

は、社会福

1 26

45

2 に

祉 事 の用 に

の

の

が

の

σ)2 の 1 上

であるもの

限るは

改正前

ア イ ウ オ カ キ

建築物の高さ

(ア ) (イ ) (ウ ) (工 )

建築物の延
べ面積の敷

地面積に

する割合

(ア ) (イ )

地

区

整

備

計

画

区

域

の
名

称

の名

称

画

区 建 築 しては な

らない建築物

最高

限度

最低

限度

物

築

の

面

築

建

積

地

割

最

ξ

る

の

阿

建

の

面

敷

積

す

合

高

建築物

の

の敷

面積

最低

度

物

の

築

建

積

低

建

の
面
最

度

建築物の壁面の位
の制限

最 高

度

最低限

度

階段室

等 の高

さの特

例

高限度

建 築 物
の 各 部

分 の高

さ の

別表第 2(第 3条―第 9条関係 )

もの



【略】

開

田

１
丁
目
地

区

1工場

1街区

次の各号に掲

げる建築物以外
の建築物

(1)工場 (上堕
法施行令 (昭

和34年 政令第
306号 )第 9条

に規定する危

険物の製造所

を除く。 )

(2)倉庫

(3)研究施設

に)事務所

15)福利厚生施

設     |
|

16)前各号の建
|

築物に付属す |

る建築物 (物 |

置、車庫等)|

17)特に市長が
|

公益上必要 と
|

認める施設又
|

は建築物  |

10分 の5 に5メ ー

|ト ル

建 築
の 各

分

さは

該

か ら

面

の

側 の

界

は

境 界

ま

真

向 の

平

|

25 を

じ て

た も

に 、 1

― ト

を 加

た も

【略】

西

山

天

王

山

駅

地

区

Ａ

地

区

次の各号に掲

げる建築物

(1)マージャン

屋、ばちんこ

屋、射的場、

勝馬投票券発
売所、場外草

券売場その他
これ らに類す

るもの

12)畜舎の用途
|

に供する部分
|

の床面積の合
|

計 が 3.000平
|

方メー トルを
|

超えるもの |

13)危険物の目

蔵又は処理に
|

供する部分の

床面積の合計

が 3,000平 方

メー トルを超

えるもの

高さが15メ ー トル

を超える建築物の外

壁等の面から、道路

境界線までの距離は
2メ ー トル以上 とす

る。

1階部

い (上 階

|の 住 戸

卜 の 出

仄 日、階

段、昇降

膿 に 供

け る 部

い 及 び

管 理 人

陸:そ の

他 こ れ
.ら に 類

す る 部

分 を 除

く。以下

同じ。 )

を住宅、

自 動 車

車 庫 又

は 駐 輸

場 の 用

途 に 供

す る 建

築物 (自

動 車 車

庫 及 び

駐 輪 場
の 用 途

に 供 す

る 部 分
の 床 面|

積 の 合 |

計が1階
|

部 分 の
|

床 面 積 |

の2分の
|

1以 下で
|



|あ る も

|の を 除

|く 。)の
各 部 分

|の 地 盤

1面 か ら

|の 高 さ

|は、当該

部 分 か

|ら 前 面

道 路 の

反 対 側

の 境 界

線 又 は

隣 地 境

界 線 ま

で の 真

北 方 向

の 水 平

距 離 に

0.6を乗

じ て 得

た も の

に 7. 5
メ ー ト

ル を 加

え た も

の 以 下

とし、か
ンD 、  15

メ ー ト

ル を 超

え て は

な ら な
|

い。  |
Ｂ

地

区

1 次の各号に掲

|げる建築物

(1)マ ージャン

1屋、ぱちんこ

1 屋、射的場、

1 勝馬投票券発

1 売所、場外車

1 券売場その他

| これ らに類す

| るもの

(2)畜 舎の用途

に供す る部分

の床面積の合

計 が 3,000平

方メー トル を

超えるもの

(3)危 険物の貯

蔵又は処理に

供する部分の

床面積の合計

力
'3,000平

フア

メー トルを超

えるもの

高さが20メ ー トル

を超える建築物の外

壁等の面から、道路

境界線までの距離は

1.5メ ー トル以上 と

する。

1 1階 部

分 を 住

宅、自動

車 車 庫

又 は 駐

輪 場 の

用 途 に

供 す る

建 築 物

(自 動

車 車 庫

及 び 駐

輪 場 の

用 途 に

供 す る

部 分 の

床 面 積
の 合 計
が1階部

分 の 床

面積の2

分の 1以

下 で あ

る も の

を  除

く。)の
各 部 分
の 地 盤

面 か ら
の 高 さ

は、当該



か

面

の
側

界

は
境

ま

真

向

分

前

路

対

境

又
地
線

の
方

部

ら

道

反

の
線

隣

界

で
北

の 水 平

距 離 に

0.6を 乗
得

の

メ

ル

え

の

と

か

２０

て

も

１０

卜

加

も

下

ヽ

ヽ

じ

た

に

一
を

た

以

し

つ
マ _ kl

ル を 超
|

え て は|

F。

ら な

|

【加える】

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


